
円3,300 円4,400

円2,200 円2,750

円2,200 円2,750

ＡＦＰ（肝臓）・ＣＥＡ（消化器）・ＣＡ19-9（膵臓）

ＰＳＡ（前立腺）

ＣＡ125（卵巣・子宮）

腫瘍マーカー

じん肺健診 円4,620

石綿健診 円4,620

鉛健診 円8,250

血液型 円1,100

№ 会員料金（税込） 非会員料金（税込）
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検査項目

トルエン 円7,260

キシレン 円3,630

1・1・1- トリクロルエタン 円3,630
有機溶剤健診
有機溶剤業務に常時従事する労働者に対しては、雇入れの際、当該業務へ
の配置替えの際及びその後６か月以内ごとに１回、定期に、健康診断を
実施しなければなりません。

特定化学物質健診

マンガン 円4,620

クロム酸 円4,620

カドミウム 円7,150

シアン 円4,620

特定化学物質を取り扱う労働者に対しては、雇入れの際、当該業務への
配置替えの際及び６か月以内ごとに１回定期に、物質ごとに定められた
項目の健康診断を実施しなければなりません。
また、特定化学物質を取り扱う業務に、常時従事したことのある労働者で、
現に雇用している者に対しても６か月以内ごとに同種の健康診断を
実施しなければなりません。

ジクロロメタン 円7,040

エチルベンゼン 円7,260

特別有機溶剤に係る特定化学物質健診

〈有機溶剤中毒予防規則第29条〉

〈特定化学物質障害予防規則第39条〉

〈特定化学物質障害予防規則第41条の2〉
〈有機溶剤中毒予防規則第29条準用〉

※ 有機溶剤健診、特定化学物質健診、特別有機溶剤に係る特定化学物質健診で上記以外の検診をご希望の場合は、お問合せください。

〈石綿障害予防規則第40条〉

〈鉛中毒予防規則第53条〉

〈じん肺法第７条、８条〉

男性のみ

女性のみ

オプション検査


